
 

報告第５５号 

 

東広島市立中学校の部活動の地域展開について  

 

１ 趣旨 

   本市における中学校部活動の地域展開については、令和４年１２月に国

が示したガイドラインに基づき、生徒が将来にわたってスポーツや文化芸

術活動に親しむ機会を確保し、地域全体で教育を支える仕組みを強化する

ことをめざしている。  

   学校、生徒、保護者等への周知や、今後の取組について報告するもので

ある。 

 

２ 今後の取組について   

月 内 容 

１２月 ・リーフレットについて経営戦略会議報告、議会報告  

・校長会での説明  

１月 ・市ＨＰ掲載、児童、保護者、教職員等への周知  

２月以降  ・推進体制の整備   

・地域展開の推進に向けた実践モデルの展開  

・検討会議の開催  

・地域展開に係る推進計画の策定  等 
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東広島市立中学校の部活動の地域展開
について

東広島市教育委員会

そこで東広島市では・・・

令和９年度から、「休日の学校部活動」にかわり、
新たな環境でのスポーツ、文化芸術活動へ移行します。

○ 部活動の地域展開とは・・・

「地域の子どもたちは学校を含めた地域で育てる」とい
う考えのもと、生徒一人一人の多様なニーズに応じた活動
機会を提供するとともに、スポーツ・文化芸術活動の活性
化を図ります。これにより、地域全体で子どもの心身の健
全育成等を図り、より良い地域づくりにつなげていくこと
を目指します。

○ 部活動の地域展開で期待される効果

子ども 充実した活動や新たな活動、複数の活動への参加機会の拡大

学 校 教員が子どもと向き合う時間の確保による教育の質の向上

地 域 生涯学習の推進、多世代のつながりの充実

クラブ
チーム

総合型地域
スポーツ
クラブ

体育
振興会 等

競技団体・
文化芸術

団体

ＮＰＯ法人
・サークル

大学
企業

学校運営
協議会

東広島市の中学校では活発な部活動が行われていますが、
以下の課題に対応する必要があります。

・少子化の進行による存続困難な学校部活動の増加
・社会の変化による子どもたちのニーズの多様化
・教職員の長時間勤務と指導の負担

 子どもたちの「やってみたい」を応援し、夢や目標に向かって挑戦
できる環境づくりが必要

 生涯にわたって、スポーツや文化芸術に親しむことができる環境づ
くりが必要

 学校の働き方改革の推進による、学校教育の質の向上が必要

○ なぜ部活動の地域展開が必要なのか。
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○ 地域展開のイメージ

○ 今後の部活動の地域展開の流れ

令和８年度まで 令和９年度から

平 日

休 日
学 校

学校

地域

東広島市（運営事務局）

●●部 ●●部

●●部 ●●部

●●部 ●●部

学校 地域

クラブチーム

学校部活動

地域の団体、教室等

○ 運営体制

【企画】実施団体の募集と認定 事業の計画と周知 指導者の登録

【管理】指導者研修の実施 相談窓口

【運営】実施団体・学校等との連携

【東広島市（運営事務局）】

【実施団体】

認定、支援

相談

公認地域クラブ

その他（公認地域クラブ以外のスポーツ・文化芸術団体）

軟式野球 サッカー 卓球 陸上競技

バドミントン

吹奏楽 美術 プログラミング

料理 その他

バレーボール バスケットボール ソフトテニス

ダンス

※ 平日の学校部活動は当面
継続し、地域展開の状況を踏ま
えて、段階的に縮小する

競技団体 スポーツ少年団 企業・トップチーム 等保護者有志

【企画】参加者の募集と受付 練習計画の立案

【運営】指導者の確保 生徒と保護者への連絡 運営事務局との連携 指導者謝金の支払い
施設・備品等に関わる学校等との連絡・調整 会費の集金 スポーツ安全保険の手続き

【管理】出席確認 会費の管理 活動状況の報告

文化・芸術団体 ＮＰＯ法人

※公認地域クラブとは、地域で活動している団体等で、
登録を申請し、一定の要件を満たしている団体を市が認
定したもの。
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【公認地域クラブの形態例】

型 学校部活動移行型 合同チーム型 市内チーム型

概要
各中学校の学校部活動が地
域クラブ活動へ移行する

複数の中学校の生徒を集め
て地域クラブ活動を行う

市内全域から中学生を募集
し、地域クラブ活動を行う

対象 各中学校の生徒 複数中学校の生徒 市内全域の中学生

活動
場所

学校又は地域施設
① それぞれの学校又は

地域施設
② 拠点校（施設）

学校又は地域施設

運営者 競技団体、保護者有志、文化・芸術団体、ＮＰＯ法人、企業・トップチーム 等

イメージ

例

• A中野球部→A野球クラブ • A中、B中サッカー部
→合同サッカーチーム

• 市内全域中学生を対象にした 陸
上の合同練習会

型 地域サークル型 ニュースタイル型

概要
スポーツ少年団等の世代限定の活動や地域で行われている
様々な活動に中学生が加わり活動する

新種目の導入や週替わりで
種目を変える等、これまで
にない活動を行う

対象 多世代 活動内容によって異なる

活動
場所

学校又は地域施設 市内施設

運営者 競技団体、保護者有志、文化・芸術団体、ＮＰＯ法人、企業・トップチーム 等

イメージ

例

• スポ少チームやママさんバレーチームに中学生が参加
• 地域のグランドゴルフや料理教室に中学生が参加

• バドミントンやeスポーツの団体
• 複数の種目を行う団体

○ 今後の流れ

※ 地域や競技の実状に応じて、展開していく

• 地域展開の先行実施

• 新たなモデルの構築や
モデル地域の拡大

令和７年度 令和８年度 令和９年度

該
当
学
年

中１ 中２ 中３

小６ 中１ 中２

小５ 小６ 中１

•休日の学校部活動を地域に移行
•新たな環境でのスポーツ、文化
芸術活動 スタート-4-



○ 部活動の地域展開に係るQ&A

Q１：公認地域クラブの指導者は、どのような方がなるのですか。

A１：地域の指導者、部活動指導員、退職教員、兼職兼業を希望する現職教員、競技・活動
経験のある大学生や保護者などが想定されます。

Q２：公認地域クラブの指導者をどのように確保していくのですか。

A２：指導者については、実施団体が確保していくことになります。地域のスポーツ・文化芸術
団体等と連携し、指導者の発掘・把握に努めます。また、コミュニティ・スクールを活用
し、学校運営協議会で協議します。

Q３：公認地域クラブの指導者になるために必要な資格や研修はあるのですか。

A３：指導資格は、競技によって取得の必要性の有無が異なるため、実態に応じて対応します。
また、指導経験の有無に関わらず、幅広い人材が必要となることが想定されるため、指導
者研修については必要であると考えています。

Q４：大会の参加は、今後どうなるのですか。

A４：中体連主催の大会は、中学校の学校部活動として参加することになります。中学校単独で
チームを組めないなどの状況にある場合は、合同チーム（複数校でチームを編成）として
参加することも可能です。ただし、合同チームでの参加については各大会規定等を確認す
る必要があります。また、公認地域クラブも参加できる場合、大会にはいずれか１チーム
からのみ出場可能です。

Q５：中学校の学校部活動に入部していて、土日の公認地域クラブに入会しなくてもいいので
しょうか。（例：○○中野球部に入部している場合、土日は○○野球クラブに入会しなけ
ればいけないでしょうか。）

A５：入会は、希望する生徒のみとなりますので、必ず入会しなければいけないことはありませ
ん。

Q７：活動場所には、どのようにして移動するでしょうか。

A７：生徒本人か保護者送迎を基本とします。

Q６：公認地域クラブの活動時間は、どうなりますか。

A６：基本的には、休日の活動を予定しています。

Q８：公認地域クラブ活動の費用負担は、どの程度ですか。

A８：活動は参加者の会費等による自立的な運営を基本とします。会費等が参加しやすい金額と
なるよう、調整を図ります。

Q９：公認地域クラブの要件はどのようなものがありますか。

A９：基本的に、国が示した「学校部活動のガイドライン」に準じた活動を行うことが要件です。
その他に、適正な指導体制が構築されていること、事故やトラブルに対する管理責任が明
確にされていること、会計が適切に処理されていることなどを要件として考えています。
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教師等が休日の公認地域クラブ活
動等に従事する場合の兼職兼業に
ついて

☆ 公認地域クラブ等で、教師等が休日に指導を
行うことを希望する場合は、『兼職兼業』の
許可を得る必要があります。
• 教師等が公認地域クラブ活動等への従事を希望する場合は、学校以外の主体である団

体の業務に、報酬を受けて従事することとなるため、「兼職兼業」の許可を得るため
の手続きが必要です。

• 公認地域クラブ活動等に従事する場合、学校における時間外在校等時間と公認地域ク
ラブ活動等における従事時間の合計が、単月１００時間未満、複数月平均８０時間を
超えることがないようにする必要があります。

★ 詳しくは、下記のURL または右記の二次元コードより、文部科学省・スポーツ庁・文
化庁「公立学校の教師等が地域クラブ活動に従事する場合の兼職兼業について（手引
き）」を御参照ください。

https://www.mext.go.jp/content/20230130-mxt-syoto01-000025338_5.pdf

☆ 平日の学校部活動については、当面、継続し
ます。
• 休日の学校部活動については、令和8年度末で終了し、新しいスポーツ・文化芸術活
動へ移行します。なお、平日の学校部活動については、当面これまでどおり実施し、
地域展開の状況を踏まえて、段階的な縮小を目指します。

☆ 休日の公認地域クラブ等での指導を希望しない教職員に対し、学
校の管理職や教師、保護者等からの要望や同調圧力等により、無
理に兼職兼業を希望させることは決してあってはなりません。
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